
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　

　前記映像変換装置は、 拡大前映像に基づき、

拡大画像及び

再度の拡大画像 、または前記再度の拡大画像を前
記拡大画像に基づき

　

　ことを特徴とする映像配信システム。
【請求項２】
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撮像装置で撮像した映像を蓄積する映像蓄積配信装置と、
モバイル端末より、該モバイル端末が指定した映像の表示を要求された場合に、前記映

像蓄積配信装置より前記指定された映像を取得して前記モバイル端末に配信する映像変換
装置と、

前記映像変換装置より配信された映像をモニタ部の画面に表示し、該表示した映像の任
意の位置及び範囲を指定し、該指定された位置及び範囲の情報を前記映像変換装置に送信
する前記モバイル端末とを備え、

前記モバイル端末で指定された 該指定され
た拡大前映像のうち前記モバイル端末で指定された位置及び範囲の映像を、前記モバイル
端末の前記モニタ部での表示サイズに拡大した 該拡大画像のうち、前記モバ
イル端末で再度指定された位置及び範囲の映像を、前記モバイル端末の前記モニタ部での
表示サイズに再度拡大した を作成するか

作成し、該作成した前記拡大画像及び前記再度の拡大画像、または前
記再度の拡大画像を前記モバイル端末に配信し、

前記モバイル端末は、前記映像変換装置より配信された前記拡大画像及び前記再度の拡
大画像、または前記再度の拡大画像を前記モニタ部の画面に表示する、



　

　

　
拡大前映像に基づき、

拡大画像及び

再度の拡大画像 、または前記再度の拡大画像を前記拡大画像に基づき

　 ことを特徴とする映像変換装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、モバイル端末を用いた映像配信システムにおいて、蓄積配信装置に蓄積された
映像をモバイル端末で閲覧するために表示する、映像配信システムにおけるモバイル端末
の映像表示方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、監視カメラを用いた侵入者監視において、インターネットやＬＡＮ等のネットワー
ク技術を用いた映像蓄積及び映像配信技術が開発されてきている。さらに、映像蓄積配信
装置に蓄積された映像を携帯電話やＰＤＡなどのモバイル端末で閲覧する方法が開発され
てきている。
【０００３】
従来のモバイル端末を用いて映像蓄積配信装置に蓄積された映像を閲覧する方法について
図１１を用いて説明する。
【０００４】
図１１は従来の映像配信システムを示す図である（文献公知発明に係るものではない。）
。図１１において、１０１はモバイル端末、１０２はインターネットやＷＡＮ（Ｗｉｄｅ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等による伝送路、１０５は映像蓄積配信装置、１０４はＬ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）による伝送路、１０６は監視カメラであ
る。映像蓄積配信装置１０５は常に監視カメラ１０６からの映像を蓄積している。モバイ
ル端末１０１と映像蓄積配信装置１０５はＷＡＮによる伝送路１０２で接続され、映像蓄
積配信装置１０５及び監視カメラ１０６はＬＡＮによる伝送路１０４で接続されている。
【０００５】
予め監視したい場所に監視カメラ１０６を設置して撮影し、ＬＡＮによる伝送路１０４を
介して映像蓄積配信装置１０５に映像を蓄積する。そしてモバイル端末１０１を操作する
ことにより映像蓄積配信装置１０５に蓄積されている画像をモバイル端末１０１が受取り
そのモニタ上に表示することで、監視カメラ１０６からの画像を閲覧することができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一般に、モバイル端末のモニタは小さく画素数が少ないため、監視カメラ
で撮像した映像が適正な映像であっても、モバイル端末で閲覧した監視に必要な個所の映
像内容が不鮮明に表示される場合があり、その必要個所を詳細を確認することができない
。
【０００７】
本発明の目的は、モバイル端末で閲覧したい必要個所をより鮮明に表示することが可能な
映像配信システムにおけるモバイル端末の映像表示方法を提供することにある。
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伝送路を介して外部から配信される情報を受信すると共に外部に情報を配信するインタ
フェイスを備える映像変換装置であって、

モバイル端末より、該モバイル端末が指定した映像の表示を要求された場合に、該指定
された映像を取得して前記モバイル端末に配信する手段と、

前記モバイル端末より、前記映像の任意の位置及び範囲を指定した情報を受信すると、
前記モバイル端末で指定された 該指定された拡大前映像のうち前記
モバイル端末で指定された位置及び範囲の映像を、前記モバイル端末の前記モニタ部での
表示サイズに拡大した 該拡大画像のうち、前記モバイル端末で再度指定され
た位置及び範囲の映像を、前記モバイル端末の前記モニタ部での表示サイズに再度拡大し
た を作成するか 作成
し、該作成した前記拡大画像及び前記再度の拡大画像、または前記再度の拡大画像を前記
モバイル端末に配信する手段と、

を備える



【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、撮像装置で撮像した映像を蓄積する映像蓄積配信装置と、モバイル端末より要
求された場合に前記映像蓄積配信装置より該当映像を取得して前記モバイル端末に配信す
る映像変換装置を備え、前記モバイル端末は前記映像変換装置より取得した画像をモニタ
上に表示し、表示した映像の任意の位置及び範囲を指定し、その映像と指定情報とを前記
映像変換装置に送信し、前記映像変換装置は前記映像蓄積配信装置に蓄積している映像よ
り前記モバイル端末で指定された映像を取得し、取得した画像を用いて前記モバイル端末
で指定された位置及び範囲を、前記モバイル端末に表示する大きさに拡大した画像に作成
し、作成した拡大画像を前記モバイル端末に配信し、前記モバイル端末は前記映像変換装
置より取得した拡大画像を前記モニタ上に表示し、表示した拡大画像の中の映像の任意の
位置及び範囲を再度指定することにより、再度指定された位置及び範囲を、前記モバイル
端末に表示する大きさにさらに拡大した画像に作成し、前記モニタ上に表示することを特
徴とする映像配信システムにおけるモバイル端末の映像表示方法である。
【０００９】
本発明は、上記記載において、前記映像の任意の位置及び範囲を、枠で表示し、該枠を操
作することにより前記映像の任意の位置及び範囲を指定することを特徴とする映像配信シ
ステムにおけるモバイル端末の映像表示方法である。
【００１０】
本発明は、上記記載において、前記映像の任意の位置及び範囲を任意に変更して、拡大す
る位置及び範囲を調整することが可能であることを特徴とする映像配信システムにおける
モバイル端末の映像表示方法である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１はモバイル端末を用いて映像蓄積配信装置に蓄積された映像を閲覧するための装置の
構成例を示すブロック図である。１０１はモバイル端末、１０２はインターネットやＷＡ
Ｎ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等による伝送路、１０３は映像変換装置、１
０４はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）による伝送路、１０５は映像蓄
積配信装置、１０６は監視カメラである。映像蓄積配信装置１０５は常に監視カメラ１０
６からの映像を蓄積している。モバイル端末１０１と映像変換装置１０３はＷＡＮ等によ
る伝送路１０２で接続され、映像変換装置１０３と映像蓄積配信装置１０５及び監視カメ
ラ１０６はＬＡＮによる伝送路１０４で接続されている。
【００１２】
図２は図１のモバイル端末１０１の構成を示す図である。２０１はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、２０２はメモリ、２０３はモニタ、２０４はボ
タン、２０５はスピーカ、２０６はアンテナ、２０７はバスである。２０１～２０６はバ
ス２０７を介して接続されている。
【００１３】
図３はモバイル端末１０１を用いて映像蓄積配信装置１０５に蓄積された映像を閲覧する
第１の方法を示すフローチャートである。
【００１４】
ステップ３０１はモバイル端末１０１により映像蓄積配信装置１０５の映像を閲覧する処
理を開始するステップである。ステップ３０２はモバイル端末１０１が映像変換装置１０
３にログイン（接続）するステップである。ステップ３０３は映像変換装置１０３が映像
蓄積配信装置１０５にログイン（接続）するステップである。ステップ３０４はモバイル
端末１０１が映像変換装置１０３に映像蓄積配信装置１０５の映像を要求するステップで
ある。ステップ３０５は映像変換装置１０３が映像蓄積配信装置１０５に映像取得を要求
するステップである。
【００１５】
ステップ３０６は映像蓄積配信装置１０５が要求された映像を映像変換装置１０３に送信
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するステップである。ステップ３０７は映像変換装置１０３が前記映像を受信し、モバイ
ル端末１０１で表示できる大きさの映像に変換するステップである。ステップ３０８は映
像変換装置１０３が変換後の前記映像をモバイル端末１０１に送信するステップである。
ステップ３０９はモバイル端末１０１が該映像を受信し、モニタ２０３に表示するステッ
プである。
【００１６】
ステップ３１０はモバイル端末１０１がモニタ２０３に表示された映像上に、拡大する部
分を選択するための枠を表示するステップである。図４にステップ３１０によってモバイ
ル端末１０１のモニタ２０３の映像上に拡大する部分を選択する枠を表示した例を示す。
４０１はモバイル端末１０１のモニタ２０３上に表示された映像であり、４０２は拡大す
る部分を選択するための枠である。
【００１７】
ステップ３１１はステップ３１０で表示された前記枠４０２を映像上で移動したり、前記
枠４０２の大きさを変更するステップである。前記４０２の移動や大きさの変更は、モバ
イル端末１０１のボタン２０４の中の移動や大きさ変更に割り当てられたボタンを介して
、該当する指示をＣＰＵ２０１に送り、ＣＰＵ２０１が適切な処理を実行することによっ
て行う。図５に枠４０２の大きさを変更する前の画面表示の一例を示す。図５は図４と同
様であるが、大きさを変更する前の枠４０２として枠５０１が追加されており、枠５０１
の大きさを変更して、枠４０２の大きさにする。
【００１８】
ステップ３１２は映像拡大処理が初回か２回目以降かを判定するステップである。初回の
映像拡大処理であれば、ステップ３１４に進み、２回目以降であれば、ステップ３１３に
進む。
【００１９】
ステップ３１３は２回目以降の映像拡大処理において実行されるステップであり、詳細は
後述する。
【００２０】
ステップ３１４はモバイル端末１０１が映像変換装置１０３に対して映像拡大要求を送信
するステップである。モバイル端末１０１のボタン２０４の映像拡大要求送信に該当する
ボタンが押された場合、モバイル端末１０１はアンテナ２０６と伝送路１０２を介して、
前記要求を映像変換装置１０３に送信する。この時、ステップ３１１で設定された枠４０
２の位置や大きさに関わる情報が同時に映像変換装置１０３に送信される。具体的には、
図４の点４０５の座標と枠４０２の幅と高さが送信される。また、モバイル端末１０１が
送信した点４０５の座標と枠４０２の幅と高さを保持しておく。
【００２１】
ステップ３１５は映像変換装置１０３が前記映像拡大要求を受信し、該要求の情報に従っ
て、映像を拡大するステップである。映像変換装置１０３は図４の画像の中から、点４０
５を始点として枠４０２の幅と高さで示される長方形の範囲を切り取り、モバイル端末１
０１で表示する画像の大きさに拡大する。
【００２２】
ステップ３１６は映像変換装置１０３が前記ステップ３１５で拡大した前記映像をモバイ
ル端末１０１に送信するステップである。
【００２３】
ステップ３１７は、モバイル端末１０１が前記映像を受信し、モニタ２０３上に表示する
ステップである。
【００２４】
ステップ３１８は映像拡大処理を続行するか終了するかを判定するステップである。モバ
イル端末１０１の使用者から映像拡大処理の続行指示があった場合にはステップ３１０に
進み、終了指示があった場合にはステッ３１９に進む。
【００２５】
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ステップ３１９は映像拡大処理を終了するステップである。
【００２６】
ここで、ステップ３１３の処理の詳細を説明する。
【００２７】
ステップ３１３は上記ステップ３１０～ステップ３１８までを少なくとも一回実行し、ス
テップ３１８において映像拡大処理を続行した場合に、モバイル端末１０１で実行される
ステップである。ここでは、２回目の映像拡大処理を例にして、そのステップ３１３の動
作を含んだステップ３１０からステップ３１８の処理を説明する。
【００２８】
２回目のステップ３１０を実行した時点で、モバイル端末１０１には、図６の画面が表示
されている。６０１は図４における枠４０２で選択された範囲の映像を拡大してモバイル
端末１０１に表示した映像である。６０２は映像６０１上に表示された拡大する部分を選
択する枠である。
【００２９】
ステップ３１１は前述した処理と同様の処理を行う。
【００３０】
ステップ３１２により、２回目の映像拡大処理であるから、ステップ３１３に進む。
【００３１】
ステップ３１３では、２回目のステップ３１１で設定された映像の範囲を拡大前の映像（
図４）に対する数値としてモバイル端末１０１が計算するステップである。映像変換装置
１０３は、蓄積配信装置１０５から取得した映像を保持しており、拡大した後の映像を保
持しない。つまり、拡大前の映像である映像４０１を保持している。しかし、ステップ３
１１における枠６０２の選択範囲は映像６０１に対するものである。そこで、枠６０２で
示される選択範囲が図４の映像４０１のどの部分を指しているのかを計算する必要がある
。
【００３２】
図７を用いてステップ３１３の具体的な計算方法を説明する。
【００３３】
図７は図４の映像４０１と図６の映像６０１を縦に並べることにより、映像４０１におけ
る映像６０１と枠６０２の対応関係を示した図である。７０１は映像４０１上における枠
６０２の範囲を示す枠である。
【００３４】
図７において、映像４０１の幅をｗ 0、高さをｈ 0とし、枠４０２の始点（左上の頂点）を
Ｐ 1（Ｐ 1 x，Ｐ 1 y）、枠４０２の幅をｗ 1、枠４０２の高さをｈ 1とし、枠６０２の始点を
Ｐ 2（Ｐ 2 x，Ｐ 2 y）、枠６０２の幅をｗ 2、枠６０２の高さをｈ 2とし、枠７０１の始点を
Ｐ（Ｐ x，Ｐ y）、枠７０１の幅をｗ、枠７０１の高さをｈとする。
【００３５】
ここで、Ｐ 1の座標とｗ 1、ｈ 1はステップ３１４において、モバイル端末１０１が保持し
ており、Ｐ 2の座標とｗ 2、ｈ 2はステップ４０３で与えられるため、既知の数値である。
また、ｗ 0とｈ 0はモバイル端末１０１の映像表示領域の幅と高さであるから、既知の数値
である。
【００３６】
従って、点Ｐ、幅ｗ、高さｈを上記の既知の数値で表すことにより、映像４０１上におけ
る枠６０２で選択された映像の範囲を求めることができる。
【００３７】
まず、点Ｐの座標を求める。
図７より、次式の関係が成り立つ。
ｗ 0：ｗ 1＝Ｐ 2 x：（Ｐ xＰ 1 x）　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
この（１）式を変形すると次式が得られる。
Ｐ x＝（ｗ 1／ｗ 0）Ｐ 2 x＋Ｐ 1 x　　　　　　　　　　　　　　　　…（２）
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Ｐｙに対しても同様に、次式の関係が成り立つ。
ｈ 0：ｈ 1＝Ｐ 2 x：（Ｐ xＰ 1 x）　　　　　　　　　　　　　　　　…（３）
この（３）式を変形すると次式が得られる。
Ｐ y＝（ｈ 1／ｈ 0）Ｐ 2 y＋Ｐ 1 y　　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
従って、点Ｐの座標は、次のように示される。
Ｐ＝（（ｗ 1／ｗ 0）Ｐ 2 x＋Ｐ 1 x ,（ｈ 1／ｈ 0）Ｐ 2 y＋Ｐ 1 y）　　　…（５）
次に、幅ｗと高さｈを求める。図７より、次式の関係を求めることができる。
ｗ 0：ｗ 1＝ｗ：ｗ 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（６）
ｈ 0：ｈ 1　＝　ｈ：ｈ 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（７）
これら（６）式、（７）式を変形すると、次式が得られる。
ｗ＝ｗ 1ｗ 2／ｗ 0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（８）
ｈ＝ｈ 1ｈ 2／ｈ 0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（９）
以上、（５）式、（８）式、（９）式により映像４０１における枠６０２による選択範囲
を算出することができる。
【００３８】
ステップ３１４において、モバイル端末１０１が映像変換装置１０３に前記ステップ３１
３で算出した選択範囲の始点の座標と幅、高さを送信する。
【００３９】
ステップ３１５で映像変換装置１０３が前記選択範囲の映像をモバイル端末１０１で表示
する大きさに拡大する。
【００４０】
そして、ステップ３１６、ステップ３１７を実行することにより、枠７０２で選択された
範囲の拡大映像がモバイル端末１０１に表示される。
【００４１】
図８に上記の処理により、図４の画像に対して２回映像拡大処理を実行した場合の映像の
例を示す。８０１は図６の枠６０２で示される範囲の映像を拡大した結果をモバイル端末
１０１に表示した映像である。
【００４２】
さらに、ステップ３１８で前述した処理と同様な処理を行うものとし、以上のようにステ
ップ３１０～３１８を繰り返すことにより、同一映像に対して拡大処理を多重に実行する
ことが可能である。
【００４３】
以上説明した方法により、モバイル端末１０１に表示した映像に対して、拡大する部分を
枠によって選択することができる。また、前記枠は任意の位置や大きさを任意に変更する
ことが可能である。さらに、ステップ３１３に示した計算を行うことにより、同一映像に
対して多重に拡大処理が可能である。
【００４４】
図９はモバイル端末１０１を用いて映像蓄積配信装置１０５に蓄積された映像を閲覧する
第２の方法を示すフローチャートである。
【００４５】
図９は図３にくらべ、ステップ３１１の次にステップ３１４に進み、その後ステップ３１
２と、ステップ３１３に代わるステップ９０１に進み、その後ステップ３１５に進むもの
であり、その他は図３と同様である。また図３のステップ３１３はモバイル端末１０１が
拡大前の映像に対して拡大範囲を算出するが、本方法のステップ９０１は映像変換装置１
０３が拡大前の映像に対して拡大範囲を算出する。その前提として本方法のステップ３１
４においてモバイル端末１０１が映像変換装置１０３に映像拡大要求を送信した際、映像
変換装置１０３は拡大した後の映像を保持している。したがってステップ９０１では図３
のステップ３１３と同様の計算を映像変換装置１０３で行うことができる。
【００４６】
図１０はモバイル端末１０１を用いて映像蓄積配信装置１０５に蓄積された映像を閲覧す
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る第３の方法を示すフローチャートである。
【００４７】
図１０は図３にくらべ、ステップ３１１の後に、ステップ３１２とステップ３１３を省略
し、ステップ３１４に進むものであり、その他は図３と同様である。
【００４８】
その前提として本方法のステップ３１４においてモバイル端末１０１が映像変換装置１０
３に映像拡大要求を送信した際、映像変換装置１０３は拡大した後の映像を保持している
。そしてステップ３１５では拡大した後の映像に対してさらに映像を拡大する。
【００４９】
本発明の実施の形態により、一般のコンピュータに比べて表示領域の狭いモバイル端末に
おいても簡単に映像の詳細を確認することが可能である。
【００５０】
本発明の実施の形態によれば、映像蓄積配信装置の蓄積映像をモバイル端末で閲覧する場
合において、同一画像に対して多重に拡大を実行することができるため、徐々に拡大率を
大きくしていくことができる。これにより、一度拡大した映像において確認したい対象の
物体が小さかった場合においても、もう一度拡大を行うことにより、すばやく所望の拡大
率を得ることが可能である。
【００５１】
さらに、映像を拡大表示する範囲を任意の位置や大きさに変更できるため、拡大範囲に検
討をつけて拡大しながら範囲を変更していくことが可能である。
【００５２】
【発明の効果】
本発明によれば、モバイル端末で閲覧したい必要個所をより鮮明に表示することが可能な
映像配信システムにおけるモバイル端末の映像表示方法を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の蓄積配信システムを示す図である。
【図２】本発明の実施の形態の蓄積配信システムのモバイル端末の構成を示す図である。
【図３】モバイル端末を用いて映像蓄積配信装置に蓄積された映像を閲覧する第１の方法
を示すフローチャート図である。
【図４】モバイル端末のモニタの映像上に拡大する部分を選択する枠を表示した例を示す
図である。
【図５】モバイル端末のモニタの映像上の拡大枠の拡大縮小の様子を示した図である。
【図６】モバイル端末のモニタの映像上の拡大された監視映像上にさらに拡大枠を表示し
た図である。
【図７】２回目以降の映像拡大処理における映像選択範囲の計算方法を説明するための図
である。
【図８】モバイル端末のモニタの映像上の拡大された監視映像をさらに拡大した図である
。
【図９】モバイル端末を用いて映像蓄積配信装置に蓄積された映像を閲覧する第２の方法
を示すフローチャートである。
【図１０】モバイル端末を用いて映像蓄積配信装置に蓄積された映像を閲覧する第３の方
法を示すフローチャートである。
【図１１】従来の蓄積配信システムを示す図である。
【符号の説明】
１０１：モバイル端末、１０２：ＷＡＮ等による伝送路、１０３：映像変換装置、１０４
：ＬＡＮによる伝送路、１０５：映像蓄積配信装置、１０６：監視カメラ、２０１：ＣＰ
Ｕ、２０２：メモリ、２０３：モニタ、２０４：ボタン、２０５：スピーカ、２０６：ア
ンテナ、２０７：バス、４０１：モバイル端末に表示された映像、４０２：映像４０１に
おける拡大する部分を選択する枠、４０５：枠４０２の始点、５０１：枠４０２の大きさ
と位置を変更した後の枠、６０１：映像４０１を拡大した映像、６０２：映像６０１にお
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ける拡大する部分を選択する枠、７０１：枠６０２が映像４０１上に投影された枠、８０
１：映像６０１を拡大した映像。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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